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［売買］建物工作物等を解体撤去する旨の特約をめぐるトラブル
［賃貸］居抜き店舗を借主の営業に使用できるかは原則として借主自身が調査すべきもの

賃貸物件の火災保険のことなら宅建ファミリー共済におまかせください！
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取引（売買）紛争の事例と解決

建物工作物等を解体撤去する旨の特約は、新たな建物等の建設に支障が
生じない程度に解体撤去をするものと解された事例　（東京地判：Ｒ02.11.26）

　平成 28 年 8 月、住宅建築を目的とする買主Ｘ（原告・ 
個人）は、売主Ｙ（被告・個人）との間で、本件土地につ
いて、下記本件特約を付した売買契約（代金 2980 万円、
手付金 100 万円）を締結した。なお、本件土地上には、
建物のほか、北側及び東側の境界に塀が設置され、南
側隣地との境界には、隣地Ａの塀が設置されていた。
　【本件特約】Ｙは、本件土地の所有権移転登記の時
期までに、旧建物、工作物及び立木等の一切を解体・
撤去し、旧建物の滅失登記を完了しなければならない。
　同年 10 月 31 日の決済日を迎えたところ、Ｙは旧建
物の解体はしたが、北側・東側塀の解体撤去は行って
いなかった事から、ＹがＸに、本物件上に存する建物、
工作物、立木等の解体、撤去と整地について、Ｙの責
任と負担において同年 11 月 4 日までに終わらせる旨の
確約書を交付する事により、ＸとＹは決済を行った。
　しかし、Ｙが解体撤去を依頼した工事業者Ｂは、同
年 12 月 7 日までに、北側塀は撤去したが、東側塀は、
基礎部分のうち隣家の排水設備に接する部分（東側残
置基礎部分）について、排水管を破損する恐れがあると
して撤去をしなかった。
　Ｘは、住宅建築中に、Ａ所有の南側ブロック塀の基
礎部分が、深さ 20㎝ の地中で本件土地側に越境してい
る事が判明したことから、Ａと交渉を行い、「南側塀
及び基礎を撤去して、新たに境界線上に塀を設置する
こと。南側塀及び基礎の解体費用は、75％をＡが、25％
をＸが負担すること。」で合意した。
　平成 29 年 3 月、Ｘは住宅の建築業者に、Ｙに拒絶さ
れた東側残置基礎部分の撤去、Ａ所有の南側塀及び基
礎部分の撤去、ガラ等の撤去、庭部分の土の入れ替え、
整地等を依頼し、89 万円余を支払った。
　ＸはＹに対し、これらの費用はＹの債務不履行によ
り発生したとして、当該費用に慰謝料 55 万円を加えた
計 144 万円を求める本件訴訟を提起した。

　裁判所は、買主Ｘの請求のうち、東側残置基礎部分
の撤去に関するもののみを認容した。

（1）本件特約の趣旨について
　本件特約の目的は、Ｘが本件土地上に新たな建物や
工作物を自由に建築できる状態にすることにあり、Ｙ
は、それらに支障が生じない程度に、旧建物、工作物

及び立木等を解体し、これらの解体によって生じたガ
ラを撤去する債務を負担していたものと解するのが、
当事者の合理的意思に沿うものといえる。

（2）東側残置基礎部分について
　境界付近に設置された塀の基礎部分の一部が地中に
残っていれば、新たな塀を設置する際に支障が生じる
ことは明らかであり、Ｙは、東側塀の基礎部分を含め
て全て解体撤去する債務を負ったというべきである。
　Ｙは、当該部分の撤去は、隣地の排水設備を毀損す
るおそれがあり技術的に不可能などと主張するが、Ｘ
依頼の工事業者はこれを行っていることからＹの主張
は採用できない。

（3）南側基礎部分について
　Ｘ及びＹは、本件売買契約締結時において、南側基
礎部分が存在する事を認識していなかった事、南側基
礎部分は、南側塀と一体化している状態だった事など
から、本件売買契約締結にあたり、南側基礎部分をＹ
の費用負担で解体撤去することを予定していたと認め
られず、Ｙの債務に含まれないものと認めるのが、Ｘ
及びＹの合理的意思に沿うものというべきである。

（4）整地・土の入れ替え費用について
　本件土地を整地するために、Ｙがどの程度の作業を
行う必要があったのか判然としないが、旧建物の基礎
部分解体等によって生じた凹凸を均す作業をする事
は、上記債務に当然含まれるものと考えられる。
　これに対し、Ｘが植栽をするための庭部分の土の入
れ替えは、本件土地上への新たな建物や工作物の建設
に支障がない状態とすることを超えて、Ｘの希望に合
わせて、本件土地に改良を加えるものであるから、売
主Ｙがこれを実施する債務を負うとは認められない。

（5）ガラの撤去について
　Ｘが提出の各写真や、工事費用の費目をみても、建
物の新築にあたり支障を生じさせ、撤去費用を別途要
するようなガラが放置されていたとは認められない。

（6）慰謝料について
　本件は、債務不履行に基づく損害賠償請求の事案で
あるところ、慰謝料請求を認めるべき特段の事情があ
るとは認められない。
　以上により、東側残置基礎部分の撤去とそれにより
生じたガラの処分費用 29 万円余についてＸの請求を
認容し、それ以外は理由がないから棄却する。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨
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契約締結にあたって、居抜き店舗を借主の営業に使用できるかは
原則として借主自身が調査すべきものとした事例　（東京地判：Ｒ03.9.15）

　平成 29 年 9 月 26 日、飲食店営業を目的とする借主Ｘ
は、貸主Ｙ1（マンション管理組合）が管理するマンション
1 階の本件店舗（居抜き店舗：厨房設備として、製氷機、
食洗機、ＩＨヒーター、冷蔵庫、電子レンジ等がある）�
を、媒介業者Ｙ2の媒介により、賃貸借契約を締結した。
　〈賃貸借契約の概要〉
　目的：飲食業。期間：平成 29年 11 月 1日から 2年間。
賃料：18 万 3600 円。対象面積：51.18㎡。
　Ｘが、本物件の引渡しを受けて内装工事を開始し、消
防法関連の届出を消防署に提出したところ、消防署から、
排気ダクトの交換、防火装置の設置等の是正を受けた。
　排気ダクトの是正には、天井を0.3m程度下げる必要が
あるが、既存の厨房スペースの天井高が2.1m程度である
ため、天井高を2.1m以上としなければならないとする建
築基準法令に違反してしまう事が判明。
　そのため、本件店舗で飲食店営業をすることは法的に
不可能であると判断したＸは、平成 29 年 11 月 20 日、Ｙ�
1 に対し、飲食店営業が不可能であるとして本契約の解
除とＸの既払い金と実損などを請求した。
　同月 30 日、Ｙ1は、礼金・保証金・保証料・仲介手数
料・前払賃料の 179 万円をＸに返金し本契約の終了に応
じた。
　同年 12 月 8 日、Ｘは、Ｙ1 に対し、債務不履行に基づ
く損害賠償について改めて請求するとともに、同損害賠
償の入金後に本件店舗の鍵を返還する意向があると通知
した。（結局、Ｘの本件店舗の残置物撤去及び鍵の返還は
平成 30 年 1 月に行われた。）
　翌年Ｘは、Ｙ1及びＹ2 に対し、本件店舗は、消防法令
違反を是正する工事を行えば建築基準法違反となってし
まう絶対的違法物件であり、Ｙらは絶対的違法物件を貸
し渡した過失責任があるなどとして、内装工事費用等 35
万円余、逸失利益 7か月分 473 万円余、計 509 万円余を
求める本件訴訟を提起した。
　第一審裁判所は、本件店舗が飲食店として使用収益で
きない物件であったとは認められないことなどから、Ｘ
が主張するＹ1 の債務不履行やＹらの共同不法行為はい
ずれも成立しないとして、Ｘの請求をすべて棄却した。
　これを不満としたＸは控訴した。

　裁判所は、第一審同様に借主Ｘの請求を棄却した。
　（1）Ｘは、本件契約は居抜き店舗としての賃貸借契約

であることから、Ｙ1 はＸに対し本件店舗を飲食店営業
として使用収益させることを保証していたものであり、
Ｙ1 は本件契約上、Ｘに本件店舗を適法物件として使用
収益させる債務を負ったと主張する。
　しかしながら、賃借人にとって居抜き店舗は出店費用
を低廉に抑えられる期待があるとしても、賃借店舗にお
いて、希望する営業をするためには、どの程度の設備を
必要とするか、現状の設備の性能がＸの営業形態に合致
し、利用できるかについては、法令上の制限の有無を含
め、原則として借主Ｘ自身が契約締結にあたり、調査す
べきであって、居抜き店舗として借主を募集し、賃貸借
契約の内容として、その旨合意したからといって、本件
店舗がＸの営業形態に適合することをＹ1 が保証したと
はいえない。
　また、本契約においてＸが飲食業を営むにあたり、消
防法令に違反することがない事をＹ1 が保証したという
事もできないから、Ｙ1 が本契約上、Ｘに対し、消防法
令上適法に本件店舗を飲食店として使用収益させる債務
を負ったとは認められない。したがって、Ｙに債務不履
行が存したと認めることはできない。
　（2）Ｘは、本件店舗は大規模集合住宅の共用部分の集会
室を収益物件化したものであること、Ｙ2 は宅建業のほ
か、建設業許可を受けて内装仕上げ業を営んでいるから
消防法令ないしは建築基準法の専門家であること、Ｙ2
代表者はＹ1 の理事が長年兼任しているのであるからＹ
1 においても法令適合の調査が容易に可能であったこと
などから、Ｙらには信義則上及び宅建業法上の説明義務
違反の共同不法行為が認められると主張する。
　しかしながら、かねてより本件店舗における営業にあ
たり消防法上の問題は指摘されておらず、本契約の際に
行われた重要事項説明においては、用途によって法令の
制限を受けることがあり、具体的な利用計画についてそ
の他の法令の制限の確認が必要になるとされているので
あるから、本件店舗において希望する営業が可能かどう
かは、自己の営業にどの程度の設備が適切かを具体的に
知っているＸ自身がその営業に際しての法令上の制限も
含めて調査すべきであったといえる。
　その他Ｙらについて、情報提供義務又は説明義務違反
による不法行為がある事を認めるに足りる証拠はない。
　（3）以上によれば、Ｘの請求をいずれも棄却した原判決
は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄
却する。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨
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所有者不明の放置空き家は自治体財政に

影響しかねない（神戸市内）＝同市提供
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2022年₂月　宅建ローン等の実績　（2/1〜2/28）

提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 46 46 69 ― 161件
金額 51億9,301万円（土地₂、新築戸建139、中古戸建18、中古マンション₂）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 10 0 ― 10件

金額 2億5,345万円（土地₁、土地購入新築₂、新築戸建₁、中古戸建₆）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 0 1 0 1 2件
金額 2,385万円（中古戸建₂）

2022年₃月　本部活動概要

月　日 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
３月１日 本　部 相談員研修会（Web）

３日 名古屋 中部圏流通機構 理事会（Web）
〃　 熱　海 熱海市百条委員会 （参考人招致）
４日 本　部 保証協会 会計往査 （全宅保証 公認会計士）
７日 本　部 第４回 会務運営協議会、宅建ローンキャンペーン抽選会
８日 本　部 月例法律相談 （来館相談３件）
９日 東　京 取引士試験 総括会議（Web）
11日 本　部 県指定講習会 （受講者59名）
15日 本　部 静岡不動産流通活性化協議会（Web）
〃　 〃 県との空き家対策に係る打合せ
16日 本　部 役職員研修会（Web）

　①公益法人の運営と財務上の留意事項
　②パワハラ防止法の施行に伴うハラスメント対策

17日 沼　津 取引士法定講習（自宅学習） （証交付65名）
18日 本　部 第４回 理事会（Web）

　令和４年度 収支予算の決議　他
〃　 〃 次期会長候補者選考委員会

　立候補者の信任投票　他
24日 本　部 月例法律相談 （来館相談６件）
〃　 〃 サポートセンター取締役会
25日 静　岡 取引士法定講習（自宅学習） （証交付60名）
28日 名古屋 東海不動産公正取引協議会 理事会（Web）
29日 名古屋 東海不動産公取協 地区調査指導委員会合同研修会
30日 長泉町 長泉町との空き家対策に係る協定

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談11件、電話相談264件）
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2022年₁月26日〜₃月11日の新入会者・退会者　第₄回理事会（2022年₃月18日）で承認

●新入会者

商号又は名称 代表者 専任取引士 〒 事務所住所 ＴＥＬ 会員区分 免許番号 支部

㈱東部不動産開発　三島店 小田島良弘 小田島良弘 411-0801 三島市谷田258-4 ナベビル2Ｆ 055-941-5577 準会員 静岡県知事
（3）012848 東 部

㈱フィールドエステート　三島店 竹田　浩一 竹田　浩一 411-0902 駿東郡清水町玉川113-11 055-957-6562 準会員 静岡県知事
（1）013144 東 部

不動産創研㈱ 森川　正夫 森川　正夫 410-2132 伊豆の国市奈古谷字河原洞2213-322 055-944-2973 正会員 静岡県知事
（1）014521 東 部

㈱アオイ建築 渡邉　計彦 後藤　純一 418-0014 富士宮市富士見ケ丘157 0544-66-3550 正会員 静岡県知事
（1）014526 東 部

デグチホールディングス㈱ 出口　公章 片岡　維吹 417-0052 富士市中央町1-10-17 0545-57-7001 正会員 静岡県知事
（1）014541 東 部

㈱ｏｎｅｄｅｓｉｇｎ 武本　博徳 武本　博徳 417-0051 富士市吉原3-3-16 ベルモビル4階Ａ 0545-53-1112 正会員 静岡県知事
（1）014531 東 部

フォーライフパートナー㈱ 岡　　眞人 岡　　眞人 420-0078 静岡市葵区八番町3-1 054-653-0755 正会員 静岡県知事
（1）014534 中 部

㈱Ｙ．Ｍ．Ａ． 杉村　明久 石井さより 426-0034 藤枝市駅前2-10-7 054-646-2933 正会員 静岡県知事
（1）014532 中 部

（同）Ａｆｆｉｔｔｏ 皆戸中鮎美 皆戸中鮎美 437-0016 袋井市葵町1-8-4 0538-43-3536 正会員 静岡県知事
（1）014542 西 部

㈱永井組 永井智克之 夏目　直子 437-0047 袋井市西田72 0538-43-2525 正会員 静岡県知事
（1）014536 西 部

㈱Ｃａｒｅ　Ｈｏｍｅ 土屋　尊裕 辻　　綾子 430-0911 浜松市中区新津町540-2 053-477-5633 正会員 静岡県知事
（1）014538 西 部

橘不動産 押味真吏佳 押味真吏佳 430-0917 浜松市中区常盤町133-12 1階 053-401-3303 正会員 静岡県知事
（1）014543 西 部

タマホーム㈱　土地買取
センター浜松店 海野　和臣 海野　和臣 430-0929 浜松市中区中央3-2-18 053-413-3160 準会員 国土交通大臣

（4）006857 西 部

（一財）ヤタロー興産 中村　　孝 中村　倫子 435-0046 浜松市東区丸塚町223-1 053-589-3990 正会員 静岡県知事
（1）014535 西 部

ワンストップ不動産サービス 宮崎　　大 宮崎　　大 434-0015 浜松市浜北区於呂3771-7 053-571-5041 正会員 静岡県知事
（1）014522 西 部

●退 会 者

支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者

東 部

㈲鈴孝
東 部

大石工建㈱

中 部

㈱ＶＩＳＩＯＮ

西 部

カネマス㈱

㈱日本電気管理者協会 登山道開友社 幸和ハウジング㈱
コーワ住センター藤枝店 ㈱創苑

愛美㈱
中 部

イトーコーポレーション㈱ ユー・ラップ ㈲トレーディング桔川

㈱蒼企画 鈴木京作不動産事務所 西 部 アダナック不動産

以上、新入会者15名、退会者15名、2022年₃月11日現在の会員数は、2,676名
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